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１ 日本経済の状況と国の動向 

 

  経済の基調判断は、「先行きについては、ウィズコロナの新たな段階への移行が進めら

れる中、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、

世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスク

となっている。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響に十分

注意する必要がある」（令和4年9月、内閣府月例経済報告）とされ、「景気は、緩やかに

持ち直している。」とされつつも、依然として不透明な状況にある。  

 

国の令和５年度予算は、「経済財政運営と改革の基本方針2022」（令和4年6月7日閣議決

定）及び「経済財政運営と改革の基本方針2021」（令和3年6月18日閣議決定）に基づき、

経済・財政一体改革を着実に推進する。ただし、重要な政策の選択肢をせばめることが

あってはならない。歳出全般にわたり、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排

除しつつ、予算の中身を大胆に重点化する。」とされたところである。 

 

２ 羽幌町の財政状況と今後の財政見通し 

 

 本町の財政状況は、これまでの各種改革による歳出削減、交付税措置の無い起債の抑

制等により、比較的安定した財政運営を維持してきた。 

令和３年度決算では単年度収支が181,866千円の黒字となったが、これは普通交付税の

追加交付によるところが大きく、令和２年度決算の単年度収支が20,100千円の赤字であ

ったことを考えると、財政的に好転したと判断することはできない。 

また、令和５年度においては「一般廃棄物処理施設整備事業」、令和６年度から令和

７年度にかけては「天売複合化施設建設事業」や「焼尻小中学校整備事業」等の大型事

業を予定しており、基金を取り崩しての厳しい財政運営となる。 

 財政の健全性を示す健全化判断比率である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率及び将来負担比率は、いずれも早期健全化判断基準を下回り、令和３年度決算

では数値の好転もみられたが、財政構造の硬直化を示す経常収支比率は、前年度比2.4％

減少したものの、83.8％と比較的高い数値で推移しており、財政の硬直化が見られる。 

社会情勢の変化に対応するための、投資的・臨時的な政策のための財源確保が年々難

しくなってきているため、引き続き支出の抑制と収入の確保に努めなければならない状

況と言える。 

 また、本町の財政力指数は0.202と、地方交付税などの依存財源に頼らなければならな

い状況に変わりはなく、国の動向に左右される不安定な状況であることを十分認識し、

予算編成過程においては、関係府省庁からの情報収集に努め、国の動向について的確に

把握した上で、適切な対応を図ることが不可欠である。 
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 財政の見通しとしては、歳入の試算で、地方交付税が令和５年度総務省概算要求時点

での総額が出口ベースで前年度比0.8％増、地方譲与税が前年度比1.5％増と試算されて

いるものの、歳入予算の根幹をなす町税、地方交付税の先行きが、国の行財政改革及び

経済動向に左右されることから依然として不透明である。 

加えて国勢調査人口の減少など、交付税算定の基礎数値が減少傾向となっていること

により、段階的に減額となることが見込まれる。 

北海道財務局による北海道経済情勢報告によると、北海道財務局管内の経済情勢は

「緩やかに持ち直しつつある」とされているものの、令和４年度の企業収益を「減収見

込み」としていることから、自主財源である税収の確保は引き続き厳しい状況となるこ

とが予測される。 

一方、歳出面では、高齢化の進展のほか、子どもや障がい者等に係る制度改革による

扶助費（社会保障費）の増加が続いていることに加え、平成29年度から実施している公

共施設マネジメント計画に基づく各種施設の更新・解体費を確保する必要があること、

令和５年度では、令和３年度から引き続き大型事業である一般廃棄物処理施設整備が実

施され、財源の確保はこれまでになく厳しい状況にある。 

また、令和５年度中に枯渇が見込まれる特定目的基金もあり、災害等を含む緊急的な

事案が生じた場合に備える必要もあることから、基金の取崩しは必要最小限に抑える必

要がある。 

 

町債については、交付税措置の無い起債の発行を極力抑えてきたことと、特別会計の

償還が進んだことにより、町全体の地方債残高は、平成21年度末には 111億円あったも

のが、令和３年度末には 83.6億円まで減少し、改善を続けてきたところであるが、一般

会計に関しては、今後複数の大型事業を予定していることから増加傾向となる。施設の

老朽化に伴う公共施設の更新及び解体事業等に係る費用が一時的に増えることに連動し

て起債の新規発行額も増えるのが通例ではあるが、借金による財政負担の程度を示す実

質公債費比率等を意識し、この厳しい財政状況を乗り切ることが重要となっている。 

 

 財政調整基金については、着実な積み立てと取り崩しの抑制に努めた結果、令和３年

度決算では約15.6億円となり、比較的安定した状態を確保しているが、今後数年間は基

金を取崩しての財政運営を想定しており、取崩し額の抑制に努める必要がある。 

 

このような状況を踏まえ、今後の財政運営に当たっては、これまで実施してきた住民

サービスを引き続き安定的に提供するとともに、公共施設の更新などの大型事業や地方

創生の推進などの新たな行政需要に的確に対応できるよう、歳入規模に見合った財政規

模への転換を図り、持続可能な財政運営の確立に努めていく必要がある。 
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令和５年度の財源見込み（一般財源ベースでの収支フレーム） 

 

（単位：千円）

地方税 720,091 720,091 0

2.7％増　※総務省令和4年度地方財政収支の仮試

算【概算要求時】より。総務省見込では法人税や

消費税の増加を見込んでいるが、羽幌町の状況を

考慮し、前年並とする。

地方譲与税等 273,304 277,403 4,099
1.5％増

※総務省令和5年度地方財政収支の仮試算【概算

要求時】より

2,794,783 2,938,164 143,381

分担金負担金 33,267 33,267 0 前年並

使用料手数料 143,639 143,639 0 　〃

国庫支出金 307,638 307,638 0 　〃

道支出金 325,600 325,600 0 　〃

財産収入 45,699 45,699 0 　〃

諸収入 221,875 221,875 0 　〃

繰入金 0 0 0
 ※R04年度末以降の財政状況を考慮し,、R03での

繰入は行わない。

 ※財政調整基金繰入金は除く

町債（臨時財政対策債） 62,882 25,060 ▲ 37,822

▲26.9％ ※総務省令和5年度地方財政収支の仮試

算【概算要求時】より

R04発行可能額（34,283千円）の▲26.9％と見込

む。

その他 3 3 0 前年並

　★　収入合計　Ａ 5,149,398 5,304,862 155,464

人件費・議員等報酬 1,119,263 1,119,263 0 前年並

物件費 602,605 602,605 0 　〃

維持補修費 199,547 199,547 0 　〃

扶助費 456,818 456,818 0 　〃

補助費 770,325 770,325 0 　〃

普通建設（単独） 302 302 0 　〃

積立金 36,662 36,662 0 　〃

公債費 823,932 850,015 26,083 借入の償還予定額（過年度＋R4借入）

繰出金 833,646 833,646 0 前年並

　★　支出合計　Ｂ 4,843,100 4,869,183 26,083

臨時的経費充当可能額

※ 過去３年間（令和2年度～令和4年度）における一般財源ベースでの平均要求額と同規模の要求があると仮定し、
基金の繰入に頼ることなく予算編成を行った場合に生じる財源の不足額は、13億4,250万円となる見通しである。

歳
出
（

経
常
費
）

45,806

435,679

区　　　　分 令和4年度予算 令和5年度見込 増･減

435,679 - 1,778,179 ＝ ▲1,342,500

　（Ａ－Ｂ） 　Ｃ
306,298

【 不足見込額 】
　臨時費の一般財源ベースでの要求額（令和2～

令和4年度までの平均）に対する不足額
▲ 1,342,500

摘　　　　　要

　　　　令和5年度（一般会計）臨時的経費充当可能一般財源見込額

R03決算額を踏まえた額とする。　　〃　　（特別） 220,617 266,423

令和4年度予算 令和5年度見込

歳
入
（

経
常
財
源
）

令和5年度（総務省概算要求）

　出口ﾍﾞｰｽ　0.8％増

R04決定額の▲2％と見込む。(追加交付分を除く)

2,998,127×0.98＝2,938,164

区　　　　分

地方交付税（普通)

増･減 摘　　　　　要
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○ 臨時的経費充当可能額 

収入合計（Ａ） － 支出合計（Ｂ） ＝ 463,417千円 

 

 ○ 臨時費の一般財源ベースでの要求額及び決定額 

  （要求額）              （決定額） 

   令和２年度  1,864,986千円     令和２年度   652,148千円 

   令和３年度  1,614,164千円     令和３年度   624,213千円 

   平成４年度  1,855,387千円     令和４年度   652,718千円 

   平 均 額    1,778,179千円     平 均 額     643,026千円 

 

 ○ 不足見込額 

   要求額ベース：435,679千円 － 1,778,179千円 ＝  ▲ 1,342,500千円 

   決定額ベース：435,679千円 －  643,026千円 ＝   ▲207,347千円 

 

 

歳入合計から歳出合計を引いた4億3,567万9千円が臨時的経費に充当可能な財源となっ

ており、仮に令和５年度において、令和２年度から令和４年度までの過去３年間に要求

のあった額の平均と同規模の要求があると仮定し、基金の繰入に頼ることなく予算編成

を行った場合、歳出に対して生じる一般財源の不足額は、13億4,250万円となる見通しで

ある。 
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３ 予算編成方針 

 

（１）基本的な考え方 

前述の厳しい財政見通しに加え、近年においては基金を活用しなければ予算編成が行

えない状況が続いていることに加え、新型コロナウイルス感染症の長期化で町税の増収

は見込めず、これまでにない財政状況に陥り、その影響も長期化することを想定してお

かなければならない。 

令和５年度の予算編成に当たっては、持続可能な財政運営の確立を目指し、歳入につ

いては、新型コロナウイルス感染症の長期化による地域経済の動向や国・道の動向を注

視しながら補助金等の特定財源確保を図り、歳出の経常費については、要求限度額を設

定する。臨時費については、令和３年度から引き続き大型事業である一般廃棄物処理施

設整備事業が実施され、例年に増して厳しい財源状況となることから、各種計画におい

て当該年度に実施することとなっている事業以外の要求は原則行わないなど、必要最小

限の予算編成とする。なお、令和３年度及び令和４年度において新型コロナウイルス感

染症の感染拡大により中止した事業については、コロナ禍においても実施可能な事業形

態を検討したうえで予算要求すること。 

また、令和元年度に策定された「第２期羽幌町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

基づき、人口減少対策に関係する事業を推進し、持続可能な地域づくりを進めていくた

めに、令和５年度は、これまで取り組んできた関連事業を引き続き実施するとともに、

各種施策の成果と効果を十分に検証し、羽幌町ならではの地方創生の実現に向けた新た

な施策を展開していく必要がある。 

さらには、社会経済情勢が大きく変化するなかで、本町もまた同じように変化してい

かなければならず、このことを共通の問題意識として持つとともに、新型コロナウイル

ス感染症対策として定着してきている「新しい生活様式」の下での住民ニーズの変化

や、リモート会議の開催等、我々の仕事環境の変化を的確にとらえ、今回編成する新年

度予算においては、すべての事業について、その必要性と効果を改めて検証することは

言うまでも無く、従来の考え方に固執することなく、大胆な発想による新たな事業展開

を図っていくことが求められる。 

 

以上のことを踏まえ、令和５年度予算編成については、次の方針に基づき進めること

とする。 
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① 徹底した行財政改革 

ア 事業費、事務量等の抑制を図るために、所期の目的を達成した事業、成果が上が

っていない事業や社会的に必要性が低下した事業、新型コロナウイルス感染症の長

期化により事業の実施が不透明な事業は、事業全体を検証し、新たな町民ニーズに

応える新規事業を実施していくために、廃止や縮小、凍結などを図り、事業のスク

ラップ・アンド・ビルドを徹底すること。 

 

事業のスクラップ・アンド・ビルドに当たっては、次の事項に留意すること。 

 

・ 新規事業を行う場合の経費は、原則、既存の事業の見直しによって捻出するこ
と。 

 
・ 既存の事業については、費用対効果などを十分検証するとともに、真に必要な事
業の取捨選択を厳しく行うこと。 

 
・ 国・道の予算編成方針等の変更により、国・道からの財政支援が見込めなくなっ
た事業については、先例にとらわれることなく、補助が無い状態においても、町の
単独事業として継続するかどうか等、事業自体の在り方から見直すこと。 

 
・ 事業の実施方法などの見直し。町民や関係する民間団体等との分担・協働を図れ
る事業はないか、経費を節減できる部分はないかなど精査すること。 

 
・ 類似の事業や重複する事業は、各所管課の範囲を超え、所管課間による連絡調整
の場を設けて十分な調整を図ったうえ、積極的に統合や廃止などを行っていくこ
と。 

 

イ 職員は、予算を消化するという意識から脱却し、常にコストを意識し、予算見直し

への提案を積極的に行うこと。  

 

ウ 各種施設等の維持管理は、民間活力の導入と適正な受益者負担を検討する。特に、

無償での貸与等については、有償化等を検討する。 

 

エ 各種団体等に対する補助金は、補助の目的や町が期待する効果等を十分検証するこ

と。社会情勢の変化により、目的、必要性、効果が薄れたものについては、削減又は廃

止とし、「例年どおり」的な要求は厳に慎むこと。 

 

オ 特別会計においては、原則、独立採算が基本であることを踏まえ、一般会計からの

繰入れに安易に頼ることなく、特別会計内での事業の効率化や経費の節減などの自助

努力を進めることをはじめ、歳入においても、計画的な対策を講じ、適切な財源確保

に努めること。 
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② 公共施設マネジメントの推進 

 道路等のインフラ資産、建物や公園等の公共施設に係る維持管理費については、ライ

フサイクルコストを考慮した効率的な管理により施設の長寿命化を図るとともに、緊急

性、必要性、優先度を見極め、適切に予算要求をすること。 

 施設や設備等の不具合が顕在化した後に、修繕等の単発的な対処を行うのではなく、

長期的な視野に立った計画的かつ効率的な維持管理を検討し、要求については、実施す

べき優先順位が明確となった各種計画に基づいたものにすること。 

 

※ 公共施設マネジメント計画等の各種中長期計画において、当該年度に実施する予定と
なっている事業以外の要求については、原則認めないものとする。 

また、公共施設の除却財源については、過疎債（ソフト事業）の活用を原則とし、単
年度で概ね30,000千円程度の事業を予定。単独施設の除却で、目途とする30,000千円を
大幅に超える大規模施設の解体については、財源状況等を勘案し個別に判断する。 

 

③ 政策的事業の推進 

スクラップ･アンド･ビルドの原則の下、既存事業を縮小又は廃止することにより捻出

した財源の範囲内で実施しようとする政策的な事業（創意工夫ある事業）を積極的に推

進する。 

 

④ 町民の声・現場の声の反映、住民ニーズへの対応 

日々の業務で町民と接する中や議会等を通じた町民の声を反映し、町民生活で発生す

る新たな行政需要に対応するための事業を推進する。 

※ 多種多様な住民要望があることから、要望等に基づく予算要求をするにあたって

は、内容の的確な把握に努め、効果や必要性を十分精査検討すること。 

 

⑤ 予算編成の積極的な公表 

予算の透明性（説明責任）の確保を図るため、予算編成過程においては、限られた財

源をいかに効率よく効果的な事業に配分していくか、さらには事業の選択と事業の優先

順位付けをどのように行ったか等、意思決定の過程を公表するものとする。 

また、予算公表資料の内容の充実を図り、わかり易い財政状況の広報に努めるものと

する。 

 

⑥ その他 

臨時的事業で、羽幌町総合振興計画を最上位とする各種計画に登載のない事業は原則認

めない。特に公共施設マネジメント計画において実施予定となっている事業以外のハード

事業（大規模改修等含む）に係る要求は行わないよう留意すること。 

また、計画登載事業であっても、事業の必要性や費用対効果など内容を十分精査検討し、

必要性や費用対効果が見込まれない事業等は、事業の縮小・廃止等を行い予算の削減に努

めること。 
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（２）予算編成方法 
  予算編成にあたっての基本的な考え方を踏まえ、限られた財源を効率的・効果的に配

分するため、以下の手法により予算編成を行うものとする。 

 

①  経常経費（一般財源枠配分方式） 

   経常経費については、一般財源枠配分方式により編成するものとする。 

燃油をはじめとした諸経費が増加傾向にあることから、近年実施してきたマイナス 

シーリングは実施しないが、各課において、前年度当初予算の枠内での新年度予算 

要求に努めること。 

 

 【枠配分方式の考え方】 

・一定の予算枠をあらかじめ各課に配分し、その予算枠の範囲内で編成する。 

・対象となる会計は一般会計とする。 

・各課は配分枠の中で「款、項、目、節」の区分に関わらずに要求 

・枠配分経費は、各課の要求内容（予算見積）を尊重しつつも、財務課において全経

費査定対象とする。（特別会計も査定実施） 

 

◆ 枠配分対象の「節」区分 

報償費、旅費（普通旅費、費用弁償）、交際費、需用費、役務費、委託料 

使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費 

負担金補助及び交付金（衛生施設組合負担金、消防組合負担金は除く）、公課費 

償還金利子及び割引料（公債費を除く）、補償補填及び賠償金 

※ 債務負担行為による支出分は除く 

◆ 対象外「節」区分 

人件費（報酬、給料、職員手当、共済費）、工事請負費、公有財産購入費 

負担金補助及び交付金（衛生施設組合負担金、消防組合負担金） 

扶助費、貸付金、償還金利子及び割引料（公債費分）、投資及び出資金、 

積立金、寄附金、繰出金 

 

 

  ② 臨時費（積み上げ方式） 

   臨時費については、積み上げ方式により編成する。 

 

・積み上げ方式とは、各課が実施しようとする事業の予算を要求し、これらの一つひと

つの予算要求について、その必要性、金額などを審査し、理事者査定を経て予算案をま

とめ上げる方式。 
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【ヒアリング 】 

 ①経常費 

経常費に係るヒアリングは、原則実施しないが、内容確認が必要なものは、ヒアリン

グの対象とする場合があるものとする。 

 

  ②臨時費 

臨時費に係るヒアリングについては、町長、副町長、総務課長、地域振興課長及び財

務課長で行い、すべての事業を対象とする。 

 

 

 

 【 査定 】 

経常費については、特殊要因による増額要求及び枠配分対象外経費のほかは原則枠配分

内での配当とするが、枠配分内での要求あっても令和２年度・令和３年度決算額や令和４

年度決算見込額を基に精査し査定する。 

臨時費については、ヒアリングを踏まえての査定とするが、大幅な財源不足が見込まれ

ていることから、各種計画により実施することが予定されている事業や特に緊急の必要が

ある場合など、必要最小限とし、基金の支消についても、今後の大規模事業等に備えるた

め、最小限にとどめるものとする。 
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４ 予算編成要領 
 

（１） 歳 入 

 ① 町税 

自主財源である町税は、経済状況を見極めるとともに、徴収率の向上及び滞納の解

消に努め的確な見込額を計上すること。（※過大計上しないこと。） 

 

② 地方交付税、地方譲与税、交付金 

過年度の実績や制度改正、国の予算編成状況に留意し、過大計上しないこと。 

 

③ 使用料、手数料、財産収入 

過年度の実績を考慮し、確実な見積もりをすること。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による社会情勢を踏まえ、適正な額への見直

し検討を図ること。 

 

④ 国、道支出金 

国や道の動向に注視し、制度の創設、拡充、縮減、廃止等の情報収集に努め、的確

な特定財源を見積もること。 

  道支出金の「権限移譲交付金」は、調定を地域振興課で一括処理するので、従来ど

おり要求は各課で入力し、その際の所属を「地域振興課」で入力すること。 

 

⑤ 町債 

将来の人口推移や財政負担を考慮し、極力抑制すること。 

 

⑥ その他 

収入客体を的確に把握し、収納率向上に努めるとともに、特定財源を的確に見積も

ること。 

 

（２） 歳 出 

 ① 共通事項（経常費・臨時費） 

  ア 経常費・臨時費の区分に関わらず、歳入・歳出見積書の「事業の概要」欄、「事業

の目的効果」欄を記入すること。なお、「見直し点問題点」欄は、課題等がある場合

に利用してください。 

  イ 「事業の概要」欄に根拠等を記入しきれない場合は、必ず資料を添付すること。 

  ウ 長期継続契約に係る予算要求については、歳出予算見積書の「事業の概要」欄に

「長期継続契約分（Ｒ○○年度～Ｒ○○年度）」と記載すること。 

    債務負担行為、継続費に係る予算要求についても同様に記載すること。 

エ 共同購入で支出する経費については、必ず【共同】と記載すること。 
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  オ 各種団体に対する補助金については、過去３年間の補助実績を踏まえた協議を関 

係団体と行ったうえで適正な金額を積算すること。 

 

 ② 経常費における留意事項 

  ア 「３ 予算編成方針の（２）予算編成方法」による「①経常経費（一般財源枠配

分方式）」により要望すること。 

  イ 各課の配分額は「枠配分表」により示したので、課内で調整すること。 

  ウ 枠配分対象外経費についても内容を精査し要求すること。 

  エ 事業ごとに、対前年度比較として別紙様式「増減理由一覧」を提出すること。 

なお、増減理由書は、要求額の増減要因を把握するために重視していることから、

理由を具体的に記載すること。 

  オ 枠配分額は、令和４年度当初予算ベースを基に示しているが、令和２・令和３年

度決算額や令和４年度決算見込額を基に査定することを踏まえ、年間実績を精査し、

必要最小限の予算要求とすること。 

  ※ 昨年同様、止むを得ない増額要因については、特殊要因として対応するが、歳出

削減のため枠配分額に収まるよう要求内容を精査すること。 

 

②  臨時費における留意事項 

ア 施設の改修等に係る設計への技術担当職員の対応については、原則、地域振興課

において実施した「公共施設等現地調査事業」に掲載されている事業を対象に、提

出いただいた設計依頼内容を建設課、上下水道課及び財務課で協議し、別途連絡す

る。 

なお、各担当課において発注及び検査等が可能な事業については、事業者からの

参考見積書を基に予算要求すること。この場合も技術担当職員に助言を求めること

ができる。 

イ 設計書、積算書など、見積根拠となる資料を必ず添付すること。 

ウ 事業費の積算については、積み上げ方式とし、具体的な計画（施工内容、用地確

保の状況、派生事業の有無など）に基づき要求すること。 

エ 公共施設等（インフラ含む）の改修・建替・除却の予算要求については、公共施

設マネジメント計画の「アクションプラン」に基づいて要求すること。なお、アク

ションプランに登載されていない新規事業、又は、劣化状況などにより事業年度を

早める場合は事前に財務課と協議し、予算要求すること。 

オ 補助事業については、補助対象経費、補助基本額等を「事業の概要」欄に記載す

ること。 

カ 理事者による査定は、主に歳出予算見積書の「事業の概要」欄で行うため、事業

概要、見積根拠を略記すること。 
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（３） 節別留意事項 
① １節 報酬 

・ 「会計年度任用職員報酬調書」は、総務課より別途通知する。 

・ 全ての会計年度任用職員（※現に勤務し、引き続き新年度も雇用する者を含む。）

の雇用について、予め総務課長と協議を行うこと。 

 

② ２節～４節までの給与費等 

 ・ 給与改定経費は見込まないこと。 

 

③ ７節 報償費 

・ 謝金について、形態（事業内容、契約状況）、単価等を十分検証し、委託料で支出

すべきものを、謝金で支出することが無いよう注意すること。 

 

④ ８節 旅費 

・ １用務につき１名の出席とし、留萌管内の宿泊は原則認めない。 

・ 実績のない名称での予算要求は行わないこと。 

・ 臨時事業費の旅費は「特別旅費」の区分により要求すること。 

 

⑤ ９節 交際費 

・ 前年度の執行状況を考慮した見積もりとすること。 

 

⑥ 10節 需用費 

  ア 消耗品費 

   ・ 共同購入にある事務用品の要求は認めない。 

   ・ 備品購入費等との区分に疑問がある場合は経理係と協議すること。 

   ・ コピー用紙使用枚数の使用実績を精査し要求すること。なお、必ず前年度の実

績調書を添付すること。 

   イ 燃料費、光熱水費 

   ・ 附表「燃料、電気、ガス、水道、郵便、電話料の実績調書」を提出すること。 

   ・ 単価は11月１日現在を参考にすること。 

ウ 食糧費 

   ・ 講師等に対する飲食の提供はしないこと。 

   ・ 会議負担金（懇親会費）は認めない。 

  エ 印刷製本費 

   ・ フイルム現像及びプリント経費は、特殊なもの以外は認めない。 
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⑦  11節 役務費 

  ア 通信運搬費 

   ・ 附表「燃料、電気、ガス、水道、郵便、電話料の実績調書」を提出すること。 

  イ 手数料、保険料、筆耕翻訳料 

   ・ 施設等の点検や検査等手数料については、内容を精査し見積もること。 

   ・ 自動車の車検及び法定点検の該当車両については、総務課から別途通知される

ので対象年度に注意し、予算要求漏れがないようにすること。 

 

⑧ 12節 委託料 

・ 指定管理者制度に基づく指定管理料は、委託料で要求すること。 

 

 ⑨ 13節 使用料及び賃借料 

  ・ コピー枚数が増加しないよう節減すること。 

 

 ⑩ 14節 工事請負費 

  ・ 建築物などの解体工事は、工事請負費で要求すること。 

・ 設計書、見積書等の見積根拠となる資料を必ず添付すること。 

 

⑪ 15節 原材料費 

  ・ 原材料は、具体的な使用目的を明記して見積もること。 

 

 ⑫ 17節 備品購入費 

・ １件毎に見積書とカタログ等で、備品の内容が分かるものを添付すること。 

  ・ カタログ価格での要求は認めない。（※割引等を考慮して要求すること。） 

・ パソコン関連備品は、在庫の有無等の確認等、総務課情報管理係と協議すること。 

・ 車両を購入する場合、備品購入費、保険料（役務費）、公課費に区分して要求する

こと。 

 

 ⑬ 18節 負担金補助及び交付金 

・ 各種団体等に対する補助金については、過去３年間の補助実績を踏まえた協議を 

 関係団体と行ったうえで適正な積算により要求することとし、要求時には過去３年 

間の補助実績額を記載すること。（※補助団体が行う他団体等への補助金は、原則補 

助対象外。） 

・ 食糧費は、補助対象外とする。 

・ 団体等の運営費補助（定例の事業や補助事業を含む）は、前年度の決算書、実績

報告書等を添付すること。 

・ 実績のない補助金については廃止を含めて検討を行うこと。実績なく予算要求を

行う場合は、関係団体との協議内容がわかる書類等を添付すること。 
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 ⑭ 19節 扶助費 

  ・ 制度改正などによる増額が見込まれる場合は、事前に財政係と協議すること。 

・ 制度改正が無いものは、過去３年間の実績を踏まえ過大とならない額での要求と

すること。 

※ 国民健康保険事業特別会計・介護保険事業特別会計については、過去３年間の

実績を踏まえ過大とならない額での要求とすること。 

 

（４） 枠配分留意事項 

 ① 枠配分対象外経費 

１節 報酬～４節 共済費、14節 工事請負費、16節 公有財産購入費、 

18節 負担金補助及び交付金（衛生施設組合負担金、消防組合負担金）、 

19節 扶助費、20節 貸付金、22節 償還金利子及び割引料（公債費分）、 

23節 投資及び出資金、24節 積立金、25節 寄附金、27節 繰出金 

 

 ② 枠配分対象経費 

   上記以外 

  

③ 特定財源 

   枠配分対象経費に充当するものは、枠対象内財源とすること。 

 

 ④ 枠配分対象一般財源の算出方法 

   枠配分対象経費から、上記③の特定財源を控除した額を一般財源総枠額とする。 

   なお、歳入の過大見積もりは結果的に歳入欠陥となるため、見積もりにあたっては

内容を十分精査のこと。（※特定財源の充当も必ず入力すること。） 

 

 ⑤ 財務課への提出 

   各課で「取りまとめ責任者」（※管理職、代表係長などを基本とする。）を選定し、

枠配分経費や財源などを精査して課単位で提出すること。 

 

（５） その他 

① 前年度に「臨時費」で要求したものを「経常費」に変更して要求する場合、事前に

財政係と協議すること。 

 

② 総務課で集中管理をしている公用車のガソリン代、任意保険料、自賠責保険料につ

いては、総務課で一括予算要求をするが、集中管理をしていない公用車については、

従来どおり各課で予算要求すること。 
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③ 新年度から新たに債務負担行為を設定する場合は、「GroupSession」－「ファイル管

理」－「ライブラリ」－「様式（財政関係）」に掲載の「債務負担行為報告書」を財政

係に提出すること。（※必要事項が記入されていれば、任意様式の提出でも可） 

 

④ 新年度から新たに継続費を設定する場合は、「GroupSession」－「ファイル管理」－

「ライブラリ」－「様式（財政関係）」に掲載の「継続費報告書」を財政係に提出する

こと。（※必要事項が記入されていれば、任意様式の提出でも可） 

 

 ⑤ 平成30年度予算編成から財務会計システムの更新に伴う事業体系の見直しにより、

「予算上の事業名」＝「事務事業評価の事業名」としたので、新たに事業名を設定す

る場合は、評価単位を意識して設定すること。なお、科目コードの追加・変更が必要

な場合は、GroupSessionに掲載の「科目コード追加・変更依頼書」を財政係に提出す

ること。（※件数が少なければ口頭でも可） 

 

 ⑥ 公共施設の修繕等については、その事業の必要性や緊急性を判断する資料として、

「GroupSession」－「ファイル管理」－「ライブラリ」－「マニュアル類」に掲載の

「羽幌町公共施設点検マニュアル 点検シート」を添付すること。 

 

 

※ 予算見積提出期限 

  経常費・臨時費：令和４年１２月１日（木）  ※厳守 

 

 

 


